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議    長

開 会（午前１０時）

定刻になりましたので、ただいまから、令和２年度第１２回総会を開催いたし

ます。

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。

１９人中１９人の出席で、全員の出席でございますので、会は成立いたしてお

ります。

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、私からご指名申し上げてよ

ろしいでしょうか。

（異議なしの声）

それでは、有村委員、室屋委員にお願いいたします。

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。

次に、議事参与の制限についてお知らせいたします。

議題１．｢農地法第３条許可申請に関する件」、議題５．｢農地法第１８条第６項

の規定による通知に関する件」、議題８．｢農用地利用集積計画に関する件」につ

きましては、議事参与の制限となっておりますのでよろしくお願いします。

それでは、議題の審議に入って参ります。
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議              題

議題１．農地法第３条許可申請に関する件

１ページ～４ページ １４件

議    長 それでは、議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。

まず、冒頭で申し上げました「議事参与の制限」について再度お知らせいたし

ます。

３ページ、番号１３号につきましては、７番委員自身が、申請人となっている

案件でございます。

従いまして、７番委員におかれましては、農業委員会等に関する法律第３１条

の規定により、議事に参与することができませんので、しばらく離席いただき、

その間に審議し、再び着席していただくことにします。

７番委員におかれましては、離席をお願いします。

（７番委員離席後）

それでは、郡山、８番委員お願いします。

８ 番 委 員 ご報告します。

番号１３号、申請事由：労力不足、相手要望、権利の種別：所有権移転、売買。

以上です。

議    長 ただいま、調査員から説明がありました。

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件は、農地法第３条第２項各号

には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお願いい

たします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申

請に関する件」番号１３号につきましては、原案どおり許可することに決定し、

申請人に許可書を交付することといたします。

残りの案件の審議に入ります前に、７番委員におかれましては、ご着席をお願

いします。

（７番委員着席後）

それでは、審議に戻ります。

まず、谷山、１番委員お願いします。
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１ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、申請事由：農業廃止、規模拡大、権利の種別：所有権移転、売買。

番号２号、農業廃止、規模拡大、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、伊敷、７番委員お願いします。

７ 番 委 員 ご報告します。

番号３号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、吉田、１２番委員お願いします。

１ ２ 番 委 員 ご報告します。

番号４号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。

番号５号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。

以上です。

議 長 次に、喜入、１６番委員お願いします。

１ ６ 番 委 員 ご報告します。

番号６号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。

番号７号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。

番号８号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。

番号９号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。

番号１０号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。

番号１１号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、松元、５番委員お願いします。

５ 番 委 員 ご報告します。

番号１２号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 次に、郡山、８番委員お願いします。

８ 番 委 員 ご報告します。

番号１３号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。

番号１４号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。

以上です。
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議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお

願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申

請に関する件」１３件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。

議題２．農地転用事業計画変更申請に関する件

５ページ １件

議    長 次に、議題２．「農地転用事業計画変更申請に関する件」を審議します。

それでは、郡山、８番委員お願いします。

８ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、変更後：総面積３，２３６．８８㎡、変更前：総面積２，９９０．０

０㎡、申請事由：土地利用調整課の指導に伴い、隣接雑種地等一部と一体利用す

るため、権利の種別：所有権移転、許可日：令和２年９月２８日、許可番号：農

委第０２９５－６号。

本件につきまして、補足説明をいたします。

申請者は、当初許可を受けた申請農地のみで駐車場を整備する計画でしたが、

土地利用調整課と再度協議を行ったところ、崖地規制により、当初の計画より、

北側へ後退して整備するよう指導があったため、北側に隣接する雑種地４３．５

８㎡、宅地４７．９３㎡、山林１５５．３７㎡と一体として利用することになり

ました。

転用する農地の面積は、当初の申請と変更はありませんが、総面積を３，２３

６．８８㎡と計画を変更するものです。

以上です。

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２．「農地転用事業計画変

更申請に関する件」１件につきましては、原案どおり承認するものと決定いたし

ます。
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議題３．農地法第４条許可申請に関する件

６ページ～７ページ ５件

議    長 次に、議題３「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。

それでは、谷山、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、用途・施設：通路９７．００㎡、周囲の状況及び被害防除計画、東

…他人田、西…宅地、南…本人田、北…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側

溝。

以上です。

議 長 次に、吉野、１５番委員お願いします。

１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、通路２３８．００㎡、東…宅地、市道、西…本人畑、南…他人畑、

北…別件５条申請地、宅地、雑種地、境界…土留、雨水…自然流下。

以上です。

議 長 次に、桜島、１９番委員お願いします。

１ ９ 番 委 員 ご報告します。

番号３号、貸資材置場１４０．００㎡、貸車両置場５４．００㎡、転回場等３

６８．００㎡、東・西・南…市道、北…宅地、境界…土留、雨水…自然流下。

以上です。

議 長 次に、郡山、８番委員お願いします。

８ 番 委 員 ご報告します。

番号４号、太陽光支柱１３８本０．６２㎡、引込柱３本０．０４㎡、東…他人

畑、西…水路、南…水路、里道、北…他人畑、水路、境界…土留、雨水…自然流

下。

本件ついて補足説明をさせていただきます。

申請地は郡山支所から東南へ約２．５キロに位置する農振農用地区域内農地に

該当します。

申請者は、自己所有地に、営農型太陽光発電設備を設置し、下部農地において、

榊の営農を行うものです。

この支柱を立てて営農を行う太陽光発電設備等についての、農地転用許可は、

支柱等の部分のみ、一時転用許可になります。

詳細につきましては、支局職員から説明させます。
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郡 山 支 局 ご説明いたします。（図面掲示 郡山全図）

申請地につきましては、郡山支所から東南へ約２．５ｋｍに位置する農振農用

地区域内農地になります。

農用地区域内農地の転用は原則できませんが、本件は、平成３０年５月１５日

付け３０農振第７８号農林水産省農村振興局長通知「支柱を立てて営農を継続す

る太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」により、

農用地区域内農地であっても例外的に許可可能となる場合に該当し、支柱部分等

のみの面積を３年以内の一時転用扱いとするものです。営農状況によりますが、

３年ごとに許可を得れば延長することも可能となります。

次に、配置図で説明いたします。（図面掲示 配置図）

この赤色の部分が、農地の境界になり、自己所有農地２筆に、営農型太陽光発

電設備を設置します。青色の部分が太陽光のパネルになります。

発電施設の規模としましては、３区画に分かれており、太陽光パネル１，２６

９枚、発電出力１区画４９ｋＷ、合計１４７ｋＷで約３０世帯分の年間消費電力

をまかなう事になります。

九州経済産業局から発電設備認定の通知を平成２６年３月に受けており、九州

電力との系統連係契約も成立していることを確認しております。

転用する部分は、パネルを支える赤丸で示した支柱部分、２筆で１３８本、０．

６２㎡、構内引込柱３本０．０４㎡、合計０．６６㎡です。これが、一時転用す

る面積になります。

次に立面図で説明いたします。（図面掲示 立面図）

この太陽光発電設備の下で榊の栽培を行いますが、太陽光パネルまでの高さは、

低いところで２．０ｍ、高いところで３.９８ｍあり、榊は、１.５ｍ間隔で植栽

します。

植栽平面図をご覧ください。（図面掲示 植栽平面図）

この太陽光パネルの下等で、榊を合計８１３本、植栽し、管理を行います。

営農計画では、初年度に約４０ｃｍの苗木を８１３本植栽し、２年度３年度肥

培管理を行い、４年目以降収穫し、販売する計画となっています。

先程の断面図で、Ａ―Ａのラインは、この位置になります。

県森林技術総合センターの資料によりますと「定植は１．５ｍから１．８ｍの

間隔で、１０ａ当たり約３５０本から４５０本を植えつける」との記載があるこ

とから、本申請の計画は妥当であると考えられます。

榊は、一般に挿木から初出荷まで４年以上かかるため、当初の一時転用の期間

の３年間では収穫できないということになりますが、４年目の収穫量は１０ａ当

たり１３．８㎏を予定しております。

これも先ほどの県森林技術総合センターの資料によりますと、１０ａ当たり２，

０００本の収穫が見込まれるとあります。

２，０００本をｋｇ換算すると、約１６ｋｇとなり、この８割は、収穫できる

計画となっております。

申請人の榊の栽培は初めてですが、近隣において 榊６，０００本を栽培して

いる人物や他県において、営農型太陽光発電設備を設置している者に指導を得る

予定であるなど、営農指導体制も整っております。

また、先行して営農型発電設備の設置に取組んでいる一般社団法人の意見によ

りますと、申請人の事業計画及び営農計画は適切であるとの意見書も添付されて
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おります。

営農型太陽光発電施設を許可できる条件としましては、１.転用期間は、認定農

業者等が自己の所有農地等を利用する場合等や第２種・第３種農地を利用する場

合は１０年以内、その他の場合は３年以内であること。２.支柱は簡易な構造で容

易に撤去できるものとすること。３.下部の農地における営農の適切な継続が確実

であること。４.周辺の営農に支障をおよぼさないこと等とあります。

本申請は、転用期間は３年間であり、支柱の構造も簡易で容易に撤去でき、申

請に係る面積が必要最小限で適正であること、営農計画や知見を有する者の意見

書等により、下部農地での営農の適切な継続が確実と認められること、支柱の高

さも２ｍ以上であり、下部での農作業を行う必要な空間が確保されていること、

申請地は農用地区域の外周部に位置し、被害防除計画により周辺の営農に支障を

及ぼさないことを確認しております。

以上で説明を終わります。

８ 番 委 員 ７ページです。番号５号、住家 1棟１２５．４４㎡、庭敷地等４４２．９５㎡、

東・北…宅地、西・南…市道、境界…コンクリート擁壁、雨水…市道側溝、汚水

…合併浄化槽。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、一時

転用の番号４号は農用地区域内農地、それ以外は全て、第２種、第３種農地に該

当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「９番委員」挙手あり〕

はい、９番委員どうぞ。

９ 番 委 員 番号４の件ですが、収支計画、費用対効果というのは、ちゃんと計画があると

思いますが、どれ位の期間でコストを回収して、利益が出るような計画になるの

かが分かれば教えてください。

郡 山 支 局 １年目から３年目までは育成期間ということで、収納的なものは見込まれない

のですが、４年目以降、榊１本当たり５本、それが８１３本では４，０６５本、

３２．５ｋｇをこの太陽光の下で収穫できる計画ということです。現在、出荷卸

が概ね２０円程度ということでございます。８万１千円程の当初は見込みでおり

ます。それ以降、木が大きくなるに従いまして、６年目、７年目で１０万円近く

という形での収益が見込まれるということです。

９ 番 委 員 太陽光の使える期限というのはどれ位ありますか。何年間使えるのですか。
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郡 山 支 局 ３年毎の更新ということで、次回３年後、そして３年後、３年後という形で、

営農計画を毎年報告していただきながら、３年毎に更新をさせていくということ

です。概ね、太陽光につきましては、１０年から２０年使えるということでござ

いますので、少なくとも６回位の更新はあると確認しているところでございます。

９ 番 委 員 わかりました。

議 長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３．「農地法第４条許可申

請に関する件」５件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請人

に許可書を交付することといたします。

但し、農用地区域内農地である番号４号につきましては、「県農業会議」に意見

聴取し、許可して差し支えない旨の回答を得た後、許可書を交付することといた

します。

議題４．農地法第５条許可申請に関する件

８ページ～１２ページ １７件

議    長 次に、議題４「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。

議題７．「農地利用変更届出に関する件」番号１号の案件が、この第５条許可申

請に関連するので併せて、審議していただききたいと思います。

まず、谷山、１番委員お願いします。
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１ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、用途・施設：建売住宅２棟１２１．４８㎡、庭敷地等３４８．５２

㎡、周囲の状況及び被害防除計画：東…渡人畑、西…他人畑、南…渡人畑、他人

畑、北…農道、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽、権利の

種別：所有権移転、売買。

番号２号、住家１棟１０６．３８㎡、庭敷地等１５３．６２㎡、東・西…他人

田、南…貸人田、北…里道、境界…コンクリート擁壁、ブロック積、雨水…里道

側溝、汚水…合併浄化槽、使用貸借権。

番号３号、住家１棟６９．５６㎡、庭敷地等１８６．４４㎡、東…渡人畑、西

…宅地、南…私道、北…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併

浄化槽、所有権移転、売買。

この件について、補足して説明いたします。

申請人は、必要な手続きを経ずに、盛土をしていたことから、今回始末書添付

のうえ申請されたものです。

代理人を通じて、転用等を行う場合は、農地法の許可を受けなければならない

と、今後は、このようなことのないよう指導しました。

番号４号、貸資材置場９００．００㎡、貸車両置場３２６．００㎡、通路等４

６５．００㎡、東・南…山林、西…他人田、北…里道、境界…土留、雨水…自然

流下、所有権移転、売買。

番号５号、貸車両置場４２０．００㎡、通路等５４７．００㎡、東…里道、西

…水路、南…宅地、他人田、北…他人田、境界…ブロック積、雨水…自然流下、

所有権移転、売買。

番号６号、住家１棟５２．１７㎡、庭敷地等１８３．８３㎡、東…別件５条申

請地、里道、西・南…別件農変申請地、北…私道、境界…ブロック積、雨水…里

道側溝、汚水…合併浄化槽、使用貸借権。

番号７号、建売住宅１棟９６．４７㎡、庭敷地等１０４．５３㎡、東…里道、

西・南…別件５条申請地、北…私道、境界…ブロック積、雨水…里道側溝、汚水

…合併浄化槽、所有権移転、売買。

番号６、番号７につきましては、別件申請の農地利用変更届出と関連がありま

す ので、１８ページの番号１をご覧ください。  

番号１号、埋立理由・工事内容及び変更後の使用目的：周辺土地より低いため、

盛土をして畑として利便性を高める。工事開始日：令和３年５月１日、工事終了

日：令和３年５月３１日、周囲の状況：東…里道、別件５条申請地、西…宅地、

南…宅地、他人田、北…宅地、別件５条申請地、境界…コンクリート擁壁、ブロ

ック積、高さ…０．７０ｍ、作物…甘しょ、搬入土…シラス、黒土。

この件につきまして、補足説明いたします。

転用内容は、農地の一部を転用し、番号６は一般住宅を建築します。番号７は

建売住宅１棟を建築します。５条申請２件の残地に高低差が生じるため、盛土を

し、畑として利便性を高めるという内容になります。

以上です。

議    長 次に、吉野、１５番委員お願いします。
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１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号８号、住家１棟１０７．６５㎡、庭敷地等１６２．３５㎡、東…他人畑、

西・南…貸人畑、北…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄

化槽、使用貸借権。

番号９号、住家１棟５１．０２㎡、庭敷地等１４８．９８㎡、東…渡人畑、他

人畑、西・北…市道、南…里道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合

併浄化槽、所有権移転、売買。

番号１０号、資材置場３２５．００㎡、駐車場１０．００㎡、転回場等５３４．

００㎡、東…雑種地、西…他人畑、南…受人畑、別件４条申請地、宅地、北…水

路、境界…ブロック積、雨水…自然流下、所有権移転、贈与。

以上です。

議    長 次に、吉田、１２番委員お願いします。

１ ２ 番 委 員 ご報告します。

番号１１号、車両置場６２．５０㎡、倉庫２２．７５㎡、転回場等１９４．７

５㎡、東…私道、西・北…県道、南…宅地、他人田、境界…土留、雨水…自然流

下、所有権移転、贈与。

この件について、補足して説明いたします。

申請地は、過去に資材置場として無断転用されており、現地調査の際も資材置

場として使われていたことから、代理人を通じて、過去の経緯を含めた始末書の

提出を求め、農地法の許可なく今後このような事が無いよう、指導を行ったとこ

ろであります。

番号１２号、資材置場１２３．００㎡、転回場等２１９．００㎡、東…市道、

西・北…他人田、南…宅地、境界…土留、雨水…自然流下、賃貸借権。

以上です。

議    長 次に、喜入、１６番委員お願いします。

１ ６ 番 委 員 ご報告します。

番号１３号、住家１棟８６．９５㎡、庭敷地等３０５．０５㎡、東…他人畑、

西・北…貸人畑、南…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄

化槽、使用貸借権。

番号１４号、建売住宅２棟１９３．７７㎡、庭敷地等３２４．２３㎡、東…鉄

道用地、西…市道、南…他人畑、北…宅地、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、

汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。

番号１５号、住家１棟７０．００㎡、庭敷地等３２８．００㎡、東・南…農道、

西…他人畑、北…市道、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽、

所有権移転、売買。

番号１６号、通路１９５．００㎡、東…県道、西・北…渡人畑、南…里道、境

界…ブロック積、雨水…自然流下、所有権移転、売買。

以上です。
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議    長 次に、松元、５番委員お願いします。

５ 番 委 員 ご報告します。

番号１７号、貸車両置場８４６．００㎡、通路１２０．００㎡、転回場６５３．

００㎡、東…他人田、西…他人畑、南…河川、北…市道、境界…コンクリート擁

壁、雨水…自然流下、所有権移転、売買。

以上です。

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、全て、

第２種、第３種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題４．「農地法第５条許可申

請に関する件」１７件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。

又、議題７．「農地利用変更届出に関する件」番号１号につきましては、原案ど

おり受理することに決定いたします。
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議題５．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件

１３ページ～１５ページ ７件

議 長 次に、議題５．「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する件」を審議し

ます。

１５ページ、番号７号につきましては、７番委員自身が申請人となっている案

件でございます。

従いまして、７番委員におかれましては、農業委員会等に関する法律第３１条

の規定により、議事に参与することができませんので、しばらく離席いただき、

その間に審議し、再び着席していただくことにします。

７番委員におかれましては、離席をお願いします。

（７番委員離席後）

それでは、番号７号につきまして、委員の皆さんには、お目通しをお願いいた

します。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「農地法第１８条第６

項の規定による通知に関する件」番号７号につきましては、原案どおり受理する

ことに決定いたします。

残りの案件の審議に入ります前に、７番委員におかれましては、ご着席をお願

いします。

（７番委員着席後）

それでは、審議に戻ります。

谷山、喜入、松元地区に合意解約の通知が出ております。

委員の皆さんには、お目通しをお願いいたします。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「農地法第１８条第６

項の規定による通知に関する件」６件につきましては、原案どおり受理すること

に決定いたします。
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議題６．非農地認定に関する件

１６ページ～１７ページ ６件

議    長 次に、議題６．「非農地認定に関する件」を審議します。

まず、谷山、１番委員お願いします。

１ 番 委 員 ご報告します。

番号１号、調査結果：住家１棟、３５年経過、現況宅地。

以上です。

議    長 次に、伊敷、７番委員お願いします。

７ 番 委 員 ご報告します。

番号２号、調査結果：雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 次に、吉野、１５番委員お願いします。

１ ５ 番 委 員 ご報告します。

番号３号、調査結果：住家１棟、６３年経過、現況宅地。

番号４号、調査結果：杉、雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。

番号５号、調査結果：杉、孟宗竹・雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。

以上です。

議    長 次に、松元、５番委員お願いします。

５ 番 委 員 ご報告します。

番号６号、調査結果：２５７５－１：ゴキ竹・雑木自然繁茂、約２０年経過、

現況山林。２５７５－２：工場１棟、２３年経過、現況宅地。

以上です。

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「非農地認定に関する

件」６件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。

議題７．農地利用変更届出に関する件

１８ページ １件

議 長 次に、議題７．「農地利用変更届出に関する件」の１件ですが、先程、議題４

と併せて審議が終了しております。
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議題８．農用地利用集積計画に関する件

１９ページ～３８ページ ４８件

議    長 次に、議題８．「農用地利用集積計画に関する件」を審議します。

２３から２４ページ、番号８から１１号につきましては、１２番委員自身が代

表の農地所有適格法人が、申請人となっている案件でございます。

従いまして、１２番委員におかれましては、農業委員会等に関する法律第３１

条の規定により、議事に参与することができませんので、しばらく離席いただき、

その間に審議し、再び着席していただくことにします。

１２番委員におかれましては、離席をお願いします。

（１２番委員離席後）

それでは、番号８から１１号につきまして、事務局から説明をお願いします。

事 務 局 それでは、議事参与の制限の案件について、ご説明します。

資料の２３ページをお願いします。

番号８号、５筆とも地目は田、現況は畑、面積は４，６１６．００㎡、権利の

種類は、使用貸借権、区分：新規。

資料の２４ページをお願いします。

番号９号、地目は田、現況は畑、面積は８０８．００㎡、権利の種類は使用貸

借権、

区分：新規。

番号１０号、２筆とも地目は田、現況は畑、面積は６２０．００㎡、権利の種

類は、使用貸借権、区分：新規。

番号１１号、４６０９－１は、地目は田、現況は畑、４６１０、４６１１－１

は、地目、現況ともに畑、３筆の面積は２，３７７．００㎡権利の種類は、使用

貸借権、区分：新規。

令和３年３月３１日公告予定です。

これは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考

えます。

以上です。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「９番委員」挙手あり〕

はい、９番委員どうぞ。
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９ 番 委 員 番号８と１１は、同じ方が貸付人になっておりますが、これは、どうして２つ

に分けたのですか。一緒にはできなかった理由が何かあるのですか。

事 務 局 番号８と番号１１は、別々になっているが、１本にできなかったのかというご

指摘だと思います。

これにつきましては、申請書の提出状況によるのですが、結論から申し上げま

すと、番号８と番号１１が一つの利用集積計画で出てきても、受け付けられる事

案だったと思われます。ただ、今回の件に関しましては、番号８の案件と番号１

１の案件で、それぞれ申請書が出てきました。それぞれ申請書が出てきたからと

いって、それが内容に明らかな誤りがない限りは、そのまま受け付けざる負えま

せんので、今回は、番号８と番号１１ということで、議題として提出したところ

でございます。

以上です。

９ 番 委 員 わかりました。

議    長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農用地利用集積計画

に関する件」の番号８から１１号につきましては、原案どおり、承認することに

決定いたします。

残りの案件の審議に入ります前に、１２番委員におかれましては、ご着席をお

願いし、再び議事進行をお願いいたします。

（１２番委員着席後）

それでは、審議に戻ります。

残りの４４件及び先ほどの４件を併せて、一括して事務局から説明をお願いし

ます。
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事 務 局 資料の１９ページをお願いします。

「議案第８号」、令和３年３月３１日公告予定の、農用地利用集積計画集計表

について、ただいまの分も含め、ご説明申し上げます。

集計表の右下の合計欄になります。所有権１件、２筆、１，０００．００㎡、

賃借権２６件、４７筆、７３，８８１．００㎡。使用貸借権、２１件、４８筆、３

４，０２８．００㎡。

合計、４８件、９７筆、１０８，９０９．００㎡です。

なお、資料の２０ページから３８ページは、農用地利用集積計画の内容、うち

３８ページは、配分計画を含む内容です。

お目通しをお願いいたします。

これらは、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。

以上で、説明を終わります。

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８．「農用地利用集積計画

に関する件」につきましては、原案どおり、承認することに決定いたします。

議題９．農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件

別冊資料２ ２件

議    長 次に、議題９．「農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件」

を審議します。別冊資料２です。

まず、伊敷、７番委員お願いします。

７ 番 委 員 ご報告します。２ページです。

３．変更後の用途、一般住宅

４．現況、申出地は、犬迫町萩別府地区にあり、伊敷支所から西へ約５．７ｋ

ｍに位置し、東側は渡人畑、西側は宅地、南側は市道、北側は他人畑に接してい

る。

５．意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は、別紙調書のとおり

で、申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、計画変更

はやむを得ないものと思われる。

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。

以上です。
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議    長 次に、喜入、１６番委員お願いします。

１ ６ 番 委 員 ご報告します。６ページです。

３．変更後の用途、太陽光発電所

４．現況、申出地は、喜入一倉町一倉地区にあり、喜入支所から南西へ約４ｋ

ｍに位置し、東側は雑種地、西側は水路、南側は市道、北側は原野に接している。

５．意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調書のとおりで、

申出地は農用地区域の外周部であり、周辺農地への影響は少なく、計画変更はや

むを得ないものと思われる。

事業実施の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。

以上です。

議    長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題９．「農業振興地域整備計

画変更（除外）に係る意見書に関する件」２件につきましては、原案どおり、承

認することに決定いたします。

議題１０．農業振興地域整備計画変更（用途区分変更）に係る意見書に関する件

別冊資料２ １件

議    長 次に、議題１０．「農業振興地域整備計画変更（用途区分変更）に係る意見書に

関する件」を審議します。別冊資料２です。

それでは、喜入、１６番委員お願いします。

１ ６ 番 委 員 ご報告します。１０ページです。

３．変更後の用途、農業用倉庫

４．現況、申出地は、喜入前之浜町鈴地区にあり、喜入支所から南西へ約５ｋ

ｍに位置し、東・西・南・北側は本人畑に接している。

５．意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調書のとおりで、

変更後の用途は農業用倉庫であり、周辺農地への影響は少なく、計画変更はやむ

を得ないものと思われる。

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮してください。

以上です。
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議    長 ただいま、調査員から説明がありました。

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１０．「農業振興地域整備

計画変更（用途区分変更）に係る意見書に関する件」１件につきましては、原案

どおり、承認することに決定いたします。

議題の審議は以上です。

続きまして、報告事項に入ります。
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報        告        事        項

１．農地法第３条の３届出専決に関する報告について

３９ページ～４０ページ ７件

議 長 報告事項１「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」

報告事項２「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」

それでは、事務局の報告をお願いします。

事 務 局 資料の３９ページをお開きください。

報告事項１ 農地法第３条の３届出専決に関する報告の集計表です。

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合、農業委

員会に届出を要するものです。

今回の届出件数は、７件、登記地目別では、田２１筆、９，９８０．６８㎡、

畑５筆、２，５６０．００㎡、その他０筆、０㎡、計２６筆、１２，５４０．６

８㎡。

「取得した事由」は、「相続」が７件、「権利の種類」は、所有権が７件、「農業

委員会によるあっせん等の希望」は、有が０件、無が７件です。

次の４０ページは、届出の内容です。お目通しをお願いいたします。

２．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について

４１ページ～４６ページ １７件

事 務 局 次に、４１ページをお開きください。

報告事項２、農地法第４条・第５条届出専決に関する報告の集計表です。

これらは、市街化区域内の農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決に

より処理したものです。

第４条関係は、「一般住宅」１件、「共同住宅」１件、で合計２件です。

４２ページは届出の内容です。お目通しをお願いいたします。

元に返っていただき４１ページをお願いします。

第５条関係は、上から順に「一般住宅」１２件、「資材置場」１件、「店舗等」

１件、「その他」１件で、合計１５件です。

資料の４３ページから４６ページは、第５条の届出の内容です。

お目通しをお願いいたします。
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３．鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

別冊資料３

議 長 次に、報告事項３「鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況に

ついて」

それでは、事務局の報告をお願いします。

事 務 局 報告事項３ 鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検の実施状況について

報告いたします。

表の一番下の合計欄をご覧ください。

まず 二段書きの上の段の１月分については、訪問戸数１６２戸、うち不在１

７戸、調査回答戸数１４７戸、貸出希望５戸５２．２９アール、借入希望２戸６

０．００アール、貸出実績、借入実績、中間管理事業活用実績はありませんでし

た。

次に、下の段の累計については、訪問戸数４，８５９戸、うち不在４７９戸、

調査回答戸数４，４２６戸、貸出希望２４３戸４，９４２．７８アール、借入希

望５１戸２，１８０．００アール、貸出実績１４戸１９８．４６アール、借入実

績１０戸１３４．９１アール、中間管理事業活用実績４６．１７アールでした。

各地区の実績についてはお目通しをお願いします。

以上で報告を終わります。

議    長 ありがとうございました。

本日の議事は、全て終了しました。

（議事終了：午前１１時００分）

ここで、皆様にご案内します。４月１日付けの人事異動に伴いまして、事務局

職員の異動がございました。事務局より紹介をお願いします。

事 務 局 ・令和３年度第１回総会（月例）開催日時は、

４月２８日（水）午前１０時開会

教育総合センター２階 女性会館

事 務 局 令和３年度第１回総会に関するお知らせです。

農地法第１８条第６項の規定による通知につきましては、これまで「議題」と

して取り扱っていましたが、令和２年１１月の第８回総会におきまして、令和３

年度の総会から「報告事項」とすることで議決いただきました。

よって、来月の第１回総会から、議案書の「報告事項」に農地法第１８条第６

項の規定による通知を登載することになりますのでよろしくお願いします。

議    長 以上で、本日の総会を終了いたします。

閉 会（午前１１時１０分）


